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橿原市こども食堂開催支援金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域のこども・子育てに関わる課題の解決を目的として運営してい

るこども食堂の経済的負担を軽減することにより、こども等の居場所や食事の提供機会

の安定的な確保を図るため、予算の範囲内においてこども食堂開催支援金（以下「支援

金」という。）を交付することに関し、橿原市補助金等交付規則（平成１５年橿原市規

則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１）こども 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６条第１項に規定

する子どもをいう。 

（２）こども食堂 こども等が安心して過ごせる場所において無料又は低額（実費相当

額）で食事の提供又は配布（菓子類又は飲料のみの提供又は配布は含まない。）す

るこどもの居場所等をいう。 

（３）実施団体 こども食堂の事業を直接実施する任意団体等をいう。 

（支援金の交付対象者） 

第３条 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす実施団体とする。 

（１）こども食堂の所在地が橿原市内であり、代表者が定められた団体であること。 

（２）奈良こども食堂ネットワークに加入しているこども食堂であること。 

（３）政治的又は宗教的活動を行うことを目的としていないこと。 

（４）支援金を申請する日の属する年度（以下「支援対象期間」という。）に、こども

食堂において食事の提供又は配布を３回以上実施していること。 

（暴力団排除） 

第４条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者（支援金の交付を受けようとする者

をいう。以下同じ。）が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、支援金の交付

の決定をしないものとする。 

（１）暴力団（橿原市暴力団排除条例（平成２３年橿原市条例第２３号。以下「暴排条

例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２）暴力団員（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

（支援対象事業） 

第５条 支援の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす食事提供等事業

（無料又は低額（実費相当額）で食事の提供又は配布（菓子類又は飲料のみの提供又

は配布は含まない。）を行う事業をいう。以下同じ。）とする。 

（１）支援対象期間に行った食事の提供等とし、参加対象者を特定のこどもに限定しな

いこと。 

（２）１回あたり１０食以上提供できる体制をとること。 

（３）こどもが広く参加できるよう広報活動を行うこと。 
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（４）感染症拡大や食品事故発生の防止に努めるとともに必要な衛生管理を行うこと。 

（５）周囲の環境、実施時間等に配慮し、安全の確保を十分に図ること。 

（６）食事提供等事業の実施中の事故に備え、傷害保険等に加入すること。 

（支援金額） 

第６条 市長は、前条第１号の期間における食事の提供等の回数（参加するこどもの数

が３名未満の場合は、回数に含めない。）に５，０００円を乗じて得た額（３００，

０００円を上限とする。）と食事の提供等に要した経費の支出額から寄付金、他団体

からの支援金、参加者負担金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

を上限として、次項の支援金対象経費に該当する経費の合計額を支援金として交付す

るものとする。 

２ 支援金の対象経費は、食事提供等事業に要する経費のうち次に定めるとおりとする。 

（１）食材費 

（２）使用料及び賃借料 

（３）消耗品費 

（４）印刷製本費 

（５）手数料 

（６）負担金 

（７）保険料 

（８）送料 

（９）その他市長が必要と認める経費 

（支援金の交付の申請） 

第７条 申請者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１）橿原市こども食堂開催支援金交付申請書（様式第１号） 

（２）事業実施計画書（様式第２号） 

（３）収支予算書（様式第３号） 

（４）支援対象経費明細書（様式第４号） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（支援金の交付の決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による支援金の交付の申請があったときは、当該申請に係

る支援金の交付が法令等に違反していないかどうか、予算の範囲内であるかどうか、

食事提供等事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかど

うか等について調査し、さらに、必要に応じて現地調査等を行った上で、速やかに、

支援金の交付又は不交付の決定をしなければならない。 

２ 市長は、支援金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をしたときは、橿原市

こども食堂開催支援金交付決定通知書（様式第５号）により、支援金の不交付の決定

をしたときは、橿原市こども食堂開催支援金不交付決定通知書（様式第６号）により、

速やかに、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、交付決定をする場合において、支援金の交付の目的を達成するため必要が

あると認めるときは、条件を付することができる。 

（申請の取下げ） 
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第９条 前条の規定による通知書を受領した申請者は、当該通知に係る交付決定の内容

又はこれに付された条件に不服があるときは、橿原市こども食堂開催支援金取下げ申

請書（様式第７号）により支援金の交付の申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、当該申請に係る交付決定はなかっ

たものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 市長は、第８条の規定による交付決定をした後において、天災地変その他特

別な事情が生じた場合は、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を

変更することができる。ただし、食事提供等事業のうち既に経過した期間に係る部分

については、この限りでない。 

２ 第８条に定める決定の通知は、前項の規定による変更をした場合について準用する。 

（内容の変更等） 

第１１条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、次の各号に掲げる

事項のいずれかに該当する場合は、事業内容変更承認申請書（様式第８号）を市長に

提出し、その承認又は指示を受けなければならない。 

（１）第７条の規定による申請の内容を変更（市長が認める軽微な変更を除く。）する

場合 

（２）食事提供等事業を中止又は廃止する場合 

（３）食事提供等事業が予定の期間内に完了しない場合又は食事提供等事業の遂行が困

難となった場合 

（４）その他市長が特に必要と認める場合 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた

ときは、事業内容変更承認通知書（様式第９号）により、速やかに、申請者に通知す

るものとする。 

（状況報告等） 

第１２条 交付決定者は、食事提供等事業の遂行状況について市長から報告を求められ

たときは、これに応じなければならない。この場合において、市長が書面で報告を求

めたときは、報告書を提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１３条 交付決定者は、食事提供等事業が完了したとき（食事提供等事業の中止及び

廃止の場合を含む。）は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１）事業実績報告書（様式第１０号） 

（２）収支決算書（様式第１１号） 

（３）支援対象経費支出報告書（様式第１２号） 

（４）事業実績調書（様式第１３号） 

（５）支出及び収入の金額がわかる書類（写し可） 

（６）その他市長が必要と認める書類 

（支援金の額の確定） 

第１４条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査等により、食事提供等事業の成果が交付決定の内容に適合するもので
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あるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき支援金の額を確定し、

橿原市こども食堂開催支援金確定通知書（様式第１４号）により、速やかに、交付決

定者に通知するものとする。 

（支援金の交付の時期） 

第１５条 支援金の交付は、食事提供等事業の完了後とする。ただし、市長が必要であ

ると認めたときは、食事提供等事業の着手前又は完了前であっても、その一部又は全

部を交付することができる。 

（支援金の交付等） 

第１６条 交付決定者は、支援金の交付を受けようとするときは、橿原市こども食堂開

催支援金交付請求書（様式第１５号）を市長に提出し、市長は、第１４条の規定によ

り確定した額を交付するものとする。この場合において、前条の規定により、食事提

供等事業の着手前に支援金の請求があったときは、市長は、当該請求金額を交付する

ものとする。 

２ 交付決定者が既に支援金の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求

するものとし、市長は、その差額を交付するものとする。 

（支援金の交付決定の取消し） 

第１７条 市長は、交付決定者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、

支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）支援金を食事提供等事業以外の用途に使用した場合 

（２）支援金の交付決定の内容又はこの要綱に違反した場合 

（３）偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた場合 

（４）交付決定者が第４条各号に掲げる者であると判明した場合 

（５）その他市長が特に必要と認める場合 

２ 前項の規定は、第１４条の規定による支援金の額の確定があった後においても適用

する。 

３ 市長は、第１項の規定による取消しをした場合は、橿原市こども食堂開催支援金交

付決定取消通知書（様式第１６号）により、速やかに、交付決定者に通知するものと

する。 

（支援金の返還） 

第１８条 市長は、前条の規定に基づき支援金の交付の決定を取り消した場合において

は、食事提供等事業の当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されていると

きは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第１０条第２項若しくは第１１条第２項の規定による通知において支援金

の交付決定額を変更した場合又は第１４条の規定により支援金の額を確定した場合に

おいて、その額を超える支援金が既に交付されているときは、期限を定めて、その超

える額の返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、第１項の支援金の返還を命ずるときは、交付決定者に対し、橿原市こども

食堂開催支援金返還命令書（様式第１７号）により返還を命ずるものとする。 

（会計帳簿等） 

第１９条 交付決定者は、食事提供等事業に関するすべての支出及び収入について会計
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帳簿に記入するとともに、金額、年月日、目的等を記載した領収書、調定書その他支

出及び収入を証すべき書類（以下「領収書等」という。）を徴し、又は作成しなけれ

ばならない。 

２ 交付決定者は、前項の会計帳簿、領収書等を整理し、当該食事提供等事業の完了し

た翌年度の４月１日から３年間これを保存しなければならない。 

３ 市長は、支援金に係る予算の適正な執行を期するため、交付決定者に対し、会計帳

簿及び領収書等の提出を求めることができる。 

（その他） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和５年７月１日から実施し、令和５年４月１日から適用する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。 

 


